
   大分大学学術情報拠点（情報基盤センター）ネットワークシステム運用管理細則 
平成２５年１１月２６日制定  

平成２５年学術情報拠点細則第１号 

 

（趣旨） 

第１条 この細則は，大分大学学術情報拠点規程（平成２０年規程第７号）第１７条及び大分大

学学術情報拠点（情報基盤センター）及び大分大学学術情報拠点（医学情報センター）並びに

大分大学学術情報拠点基盤情報システム利用規程（平成２０年学術情報拠点規程第３号）第５

条の規定により，学術情報拠点（情報基盤センター）（以下「センター」という。）及び旦野原

キャンパスのネットワークシステム（以下「システム」という。）の管理運用及び利用に関し必

要な事項を定める。 

 

（システムの構成と運用管理等） 

第２条 システムは，基幹ネットワーク及び支線ネットワーク（以下「サブネット」という。）か

ら構成する。 

２ 基幹ネットワークは，学内の各建物間及びキャンパス間を接続するネットワークで構成する

ものをいう。 

３ 基幹ネットワークの運用管理及び保守は，センターが行い，基幹ネットワークセキュリティ

の確保に努めるものとする。 

４ サブネットは，学内の建物内に独自に敷設され，基幹ネットワークに接続されたネットワー

クをいう。 

５ サブネットの運用管理及び保守は，各建物を管理する部局が行い，当該建物が複数の部局に

またがるときは，その部局間で協議して運用管理及び保守する部局を決めるものとする。 

 

（管理者等） 

第３条 システムを管理するために次の各号に掲げる者を置く。 

（１） ネットワーク管理者 

（２） サブネット管理者 

（３） サブネット運用責任者 

（４） サブドメイン管理者 

２ ネットワーク管理者は，学術情報拠点副拠点長（情報基盤センター担当）（以下「センター長」

という。）をもって充てるものとし，システムの運用管理業務を統括する。 

３ サブネット管理者は，サブネットの範囲に応じて，学部長，学科長，課長又は施設の管理責

任者とする。 

４ サブネット運用責任者は，サブネット管理者を補佐するために実際にサブネットを運用管理

及び保守する者とする。 

５ サブドメイン管理者は，センターが管理するドメイン名（oita-u.ac.jp）に対するサブドメ

イン名を運用管理する者とする。 

 



（センターの業務） 

第４条  センターは，次に掲げる業務を行う。 

（１） 基幹ネットワークの運用管理 

（２） データの保護管理 

（３） 不正なアクセスの防止 

（４） ウイルス感染及び感染拡大の防止 

（５） 利用者への教育及び広報 

（６） 利用に関する記録の管理 

（７） その他システムの運用管理に関する事項 

 

（サブネット管理者の業務） 

第５条 サブネット管理者は，次の各号に掲げる業務を行う。 

（１） サブネットに接続する情報機器のＩＰアドレスの割当て及びＤＮＳサーバの運用 

（２） センター長の求めに応じたネットワーク関連調査への協力並びに基幹ネットワーク及

びサブネット間の調整 

（３） 利用者に対する教育 

（４） サブネットセキュリティの確保 

（５） その他サブネットの運用管理のために必要な業務 

２ 前項第１号の業務については，その一部を協議の上，センター長に委任することができるも

のとする。 

 

（サブドメインの割り当て） 

第６条 サブドメイン名の割当てに関し必要な事項は，別に定める。 

 

（情報機器の設置） 

第７条 システムに接続する情報機器の設置は，センター長又はサブネット管理者の承認を得な

ければならない。 

２ システムに接続する情報機器を設置できる者は，次に掲げるとおりとする。 

（１） 本学の役員及び職員 

（２） その他センター長が適当と認める者 

 

（情報機器設置に係る遵守事項） 

第８条 情報機器を設置し，サブネットに接続するときは，次に掲げる事項を遵守しなければな

らない。 

（１） 新たに情報機器を設置し，サブネットに接続するときは，所定の申請書に情報機器の

名称等を記載の上，サブネット管理者に申請し，ＩＰアドレスの割当てを受けること。 

（２） ＤＨＣＰサーバを利用して新たに情報機器を設置し，サブネットに接続するときは，

所定の申請書によりＩＰアドレスの必要個数をサブネット管理者に申請し，割当てを受

けること。 

（３） サブネットに接続している情報機器の全て又は一部について利用を中止するときは，



所定の申請書により速やかにサブネット管理者に届け出るとともに，割り当てられたＩ

Ｐアドレスを返納すること。 

２ 前項において，センター長がＩＰアドレスの割当てを行っているサブネットについては，サ

ブネット管理者をセンター長と読み替えるものとする。 

 

（利用者に係る遵守事項） 

第９条 サブネットに接続された情報機器の利用者（以下「利用者」という。）は，システムの利

用に当たり，国立大学法人大分大学情報セキュリティ基本規程（平成２３年規程第９号）及び

国立大学法人大分大学情報セキュリティ実施細則（平成２３年細則第４号）に定めているもの

のほか，次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１） システムの円滑な運用を阻害しないこと。 

（２） システム内に流通する通信を妨害しないこと。 

（３） センター長又はサブネット管理者から，利用状況の報告又は動作試験の協力を求めら

れたときは，これに応じること。 

（４） システムの運用に支障を来すようなネットワークセキュリティ上の問題が生じたとき

は，速やかにセンター長に報告すること。 

（５） その他システムの運用のためにセンター長，サブネット運用責任者等から指示があっ

たときは，これに従うこと。 

 

（承認の取消し等） 

第１０条 センター長又はサブネット管理者は，システムの運用に関してサブネット運用責任者

又は利用者がこの細則に違反し，又はシステムの機能及び運営に重大な支障を来したと認めた

ときは，当該サブネット又はシステムに接続する情報機器の設置の承認を取り消し，又はその

利用を一定の期間停止し，若しくはこれを制限することができる。 

 

（学外ネットワークとの接続） 

第１１条 システムと国立情報学研究所が運営する学術情報ネットワーク（ＳＩＮＥＴ）との接

続業務は，センターが行うものとする。 

２ センター以外の部局等が，基幹ネットワークを学外のネットワークに新たに接続しようとす

るときは，事前にセンター長に対して報告し，その運用に関し協議しなければならない。 

３ サブネットを学外のネットワークに直接接続するときは，当該サブネットを基幹ネットワー

クに接続してはならない。 

 

（経費の負担） 

第１２条 サブネットの維持，設置，変更及び保守に要する経費は，当該建物を管理する部局が

負担するものとする。 

２ 情報機器とシステムを接続するために要する経費は，情報機器を設置する者が負担するもの

とする。 

 



（雑則） 

第１３条 この細則に定めるもののほか，情報機器とシステムの接続及び利用に関し必要な事項

は，センターが別に定める。 

 

   附 則 

１ この細則は，平成２５年１１月２６日から施行する。 

２ この細則の施行前に設置の承認を得ている情報機器については，第７条の承認を得たものと

みなす。 

 

  附 則（平成２８年学術情報拠点細則第１号） 

 この細則は，平成２８年９月２１日から施行する。 

 


